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北大文学部紀要 46ゴ (1997) 

差別され続ける女性:

均等法以後の男女の所得格差*

大芯郎

しはじめに

日本における男交の所得格差については、今までさ多くの議論がなされてき

た。所得格設の実態を揺錆ナるものでは、たとえば、女性は男性の持半分の

所得しか得ていないこと、こうした所得差は就矯形態や車業などを関わず存

寵すること、また、賃金仁昇カーブが異なること、

との比較そ通しでも日本の男女の鍵金差が大きいことなど、 さまざまな

指構がなされている(中島・竹信 1995; Brington 1993 ;オザワ・木村ー伊器

1989)。

また、こうした男女の所得格差の背後にある饗思についても、従来から多

くの議論がある。労{識がなされる場所としての食業組織内でさまぎま

的扱いがあること、男女それぞれの労錆カが異なった業種・異なった境撲の

鰻識に鎌ること、さらに男女それぞれで就業形謹が大きく異なること、また

制度・イデオロギーとして r'l全部設謡分業観」と「世幣主義J、それに基づく

「家族舞金」が存在することがその主なものとしてあげられよう〈中;け 1995; 

間襟女性学会・中小企殺の女性を研究する分科会 1987; Brington 1989 ; 

* この分析は 1995年'SSM総資研究の一章表として行われたものである。データの使用お

よび結果の発表にあたって， 1995年 SSM調資研究会の許可そ得た。
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井 1995)。

1980年代中盤以降、日本は新しい局面を迎えた。いわゆる「雇用機会均等

法」の成立である。均等法は、 1975年の国際婦人年、 1979年の「女子差別撤

廃条約」の成立などに刺激を受け、多くの議論を巻き込んで 1985年に成立し

た法律である。この法律は、募集・採用から定年・退職・解雇までの各段階

で男女の均等な機会と待遇を確保することを事業主に義務づけている。

現在、この均等法が施行されて 10年以上が経つ。この問、この法律は男女

の賃金に関して「均等化効果」をもたらしたのだろうか、それとも期待され

るような「効果」はないものだ、った、あるいはいまだ見られないものなのだ

ろうか。

確かに、この雇用機会均等法の「効果」はあったとする声はある。またそ

の結果、男女問所得格差の原因の追求に関して、その比重は従来の企業組織

にではなく、女性とその女性の意識を変えられない現代日本の教育の側に置

かれてよいとする議論も登場している(池木 1991)。また、均等法の所得に対

する直接の影響ではないが、女性を男性と対等の「戦力」として受け入れる

企業が増加したとする指摘や、女性の職域はかなり広がったとする指摘も存

在する(連合女性局 1995)。

しかしその反面、男女聞の賃金格差は以前と変わらない、また一向に減少

していないとする主張も多い。すなわち、男女の差が組み込まれた賃金決定

メカニズ、ムがそのまま残っているというのである。こうした主張の多くはま

た、職種・職域の上で女性が依然として差別されていること、女性は管理職

登用・昇進・昇格の面でも男性と差がついていることをあわせて指摘してい

る(森・沢田・大津・山口・池田 1992;越堂 1994;中島・竹信 1995;藤井 1995)。

均等法効果に対してこのような相反する評価が生まれることの背後には、

効果そのものの測定の仕方が多様かつ暖昧なことがあるだろう。次節でより

詳しく述べるが、異質なグループを一括して効果測定の姐上にのせたり、ま

た効果に対する主観的な判断と客観的な判断との交錯といったことが、従来

の評価方法の中に見出せる。このような評価方法の弱点を補いつつ、再評価

を試みようとするのが本稿の第一の目的である。
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目的は、企業組織就業者の繍人的資費と との間の関係に

おける男女2去の形成京湾についてそ しようとすることである。

組織内での男女関所得格差の有無安跨い、またその形成メカニズムについて

ることを詩的とする研究は、所得格差の形成過裂についてある

をおく。すなわち、第一に組織内に男女需所得差寄生み出すメカニズム

ること、第二に就業者個人の資繋がそのメカニズムによって異なっ

た評価を受ける、ということマある。換言すれば、就業者はたとえば年齢や

教育程度などのイ朗人的な「資資j を持って当該組綴に参入するのであるが、

それらの「資質J が所得に反殺される仕方が、就業者がく男性である>ある

いはく女寵である>ことによって変えられてしまう、というメカニズム

在する。

このような格差形成メカニズムについては、上記のように刊誌別役部分業

「世帯主義J r家族重金j を指摘する議論が従来からある。これらの格差

形議メカニズムを検疫する目的でな'dれた研究は輔して多くはない。むしろ、

男女惜の所得差についての議論の多くは、'Wuえば男女平均舞金でそ

程産を確認し、落差の背後にあるメカニズムについてはもっぱら平板な知的

推論に告せるといった研究が主であったように毘うけられる。

本語とて、この格差影成メカニズム議論に大きな知的ブレイクスルーをも

たらすものではない。後に示すように、本稿が扱うような摂られたデータで

は、その推論内容に議ずから制限がある。しかしながら、男女平均賃金をも

とにしただけの単なる推論から、権差形成メカニズムの存者子とその内実をよ

りよく検欝・推論するための材料を提供することは本稿でも可能セある。特

に本橋では、 5母性中心の「世帯設義j と「家族主畿」に焦点を当て、その企

業内での制喪悲の有訴について検討し推論してみたい。企業経織内で傭人の

主要な資質の評価の仕方に男女関で遠いがあるめか、またもし評価の社方が

異なるとすれぜどのよう っているのか、そこから、いわゆる

義」なるものが企業経議内で具現化されていると考えられるか、これらの間

いに答えることが本語の第ニの闘的である。
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II.方法・対象・データ

蔀鎗で述べた本稿のニつの目的に照合して，ここでの分析の焦点を明議に

しておきたい。まず，男女間の所得授の有無とその懇授の解明が第…の焦点

となる。第二む焦点は，所得意の鰐謹を譲れて，所得形成に資すると目され

る舘人資質繋臨が，実擦に所得形成に察してどのようにf動いているか，また

その幾き方で男女の患いがあるのか，違いの時後にあるメカニズムは詞か，

ということである。

ある法制i度が社会に及ぽす効果を機恋すること うまで

もない。しかし，均等法に対してこのような多様な評繭が存主ずることの背

後には，ぞれらの評舘が依拠ずる証拠としておデータやそのデータの取り上

げ方の議いがあるように怒われる。たとえば，評癌に用いられるデータ

者によって巽なる。サーベイなどから樽た個人レベルの濃査データを期いる

もあれば，よりマクロな組織レベルの指標を用いて評纏を下している場

もある。さらに， {罷人レベルのデータを採悲している場合でも，額人の賃

金や所得そもとにする場合もあれば，たとえば「所得格差は縮まったと思う

か」という類の質問に対する「主観的な」問答をもとにした評価も行われて

いる。さらに，全毅的にいえることだが，データの対象となった個人はどの

ような条件のもとで就業していたのかについても，あまり多くの艶騰は払わ

れていない。

男女で所簿絡楚はあるのか，またあるとすればそれはどの穏肢かという間

に対して，より正義な解答を求めようとするなら，まず「比較可能な(ニcom.

parable) Jな男女グループを確認することから始めなければならない。すなわ

ち，いくつかのE重要望な労楊就業条件について， r可じあるいは鎮静、している男

女そ取り出す枠殺そしなければならない。そして，それら男女が就業する以

前に備えていた{詩人的資質や就業先組織の特性そ考慮に入れ，かつできるだ

け客観的なデータに基づいて男女の所得のよと較を行わなげればならないだろ

。》
つ
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このような比較可能な男女グルー

かなか容易ではない。所持に闘して，ま

け出すことは，しかしながらな

日本では麗fおされる前から

男女は同ーのスタート地点に立っていない，という実態がある。たとえば，

と中小企業，常勤とパートタイム勤務，継続議関と中途採)tjといった

違いでラ所得は明らかに異なってくる G そしていずれも後者の髄に女性が集

中しているのである。このような差異をできるだけ排除した形で分析を行わ

なければならないのであるo

具捧的には，本稿ではその分析の大枠を企業組轄?就業する男女に限定し，

さらにそれら男女の中から，就業時期・就業形態・ -組織翠撲の四

つお条件をもとに分析対象となる男女を絞ることとする。異体的には，

機会均等法が趨仔された後に従業員が30名以上の企業鑑識で常勤として

キャリア務成にはいり，かっ継続勤務をしている男女の所得を比較してみた

しミ。

に関し

る儲入資質要国は，

本稿で所得そ規定するものとして分析に組み込まれ

・教育・配f持者の有無である。教青は職業に就く以

前の個人の資費である。年齢は就業中の制人の資費である。配稿者の有無は，

就業持鶏に関部なく個人が持つ資鷲である。これらの諾要因が所得移或退震

においてもたらす影響を薙認するためには，しかしながら同撲に所得に彰響

を及ぽすそのf阜の饗罰そ考虚に入れなければならない。本分析では，組織規

模をその偽む要旨ヨとして取り入れることとする。組瀦規事案は組織が特性とし

て持つ所時形成要因である。この変数は，コントロール変数として分析に組

み込まれる 10

1 これらの重普段のほかに，個人資額獲阪として役職を分析に取り入れなげればならない。

しかし，本研究の対象とする男女クソレープが若年層に偏るとともあって，役職Jニの獲が

手子夜しなかった。ぞれゆえ，役職変数は分析から除外した。

さらに，職績(ホワイトカラー・ブルーカラ…の区別)が所得に影響を及ぼすものと

してコントロールされな汐ればならない。しかし，このデータでは，機緩変数は本研究

の焦点である年齢変委主と教育変数に対して多重量共線的な関係にあり，したがって年齢変

数k教育変数の所得変数に対する影響ぎを縫認する差奥の燦惨となりうるので，これも重

回帰分析の変数からは除外した。
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1986年以降に初職につき，かつ継続勤務をしているという条件をつけて他

の必要要因とともに分析ができる男女所得のデータは概して多くない。ここ

で壮， 1995年 SSM全国調査 (A票)によって得られたデータを用いる。こ

の調査は，年齢が 21歳から 70歳までの男女を対象としておこなわれた調査

である。本研究では，この中から男女計 102人を分析対象として取り上げる。

本稿の分析手順は上記二つの分析の焦点に従う。まず， 1986年以降に従業

員 30名以上の企業組織で常勤職につき継続して勤務している男女の聞に所

得の差があるのかを検討する。次に，教育・年齢・配偶者の有無といった個

人的な資質が所得に反映される仕方が男女によって異なるのかの検討を行

フ。

分析方法は，男女聞の所得差に関しては，男女の所得平均に加え，-性別」

を他の変数とともに組み込んだ重回帰分析によって確認する。個人資質の所

得に対する影響の男女差については，男女それぞれのグループで重回帰分析

を行い，その結果を検討することとする。

1lI.分析結果

皿.I.男女の所得差

1995年 SSM全国調査 (A票)から， 1986以降 1995年まで従業員規模 30

名以上の組織に継続して雇用された常勤男女を取り出すと，男性 62名女性

40名の計 102名のグループとなる。これら男女の特徴は表 1のとおりであ

る。

表 1によると，対象とするグループの中では，年齢・教育・配偶者有無と

いった本人属性，また組織規模という組織関連属性に関して大きな男女差は

見られない。この点では，比較的同質的な男女のグループが得られたと考え

てよい。しかし，この男女グループも年間所得平均という点では大きく異な

る。すなわち，男性平均が女性平均の1.5倍以上，男性平均を 100とすると

女性平均は 63.5という大きな差が見られる。この結果の限りでは，所得に関

する男女差は従来報告されていたものと大差がない。

-70-



年間所得

年齢

教育

組織規模

配偶者有無

差別され続ける女性:均等法以後の男女の所得格差

表 1・分析対象男女の特徴

女性

232.50(120.12) 

24.83( 5.14) 

13.78 ( 1. 86) 

654.53 (408.41) 
0.18 ( 0.38) 

男性

366.13(146.76) 

25.95( 3.44) 

14.98( 2.18) 

658.70(378.49) 

0.25 ( 0.44) 

注 1， ( )内は標準偏差をあらわす。
2，変数の単位は，年間所得=万円，教育=教育年数，組織規模=人数であ

る。なお配偶者有無変数は有配偶者三 1・無配偶者=0のダミー変数と
して設定した。

次に，.男であること J ，.女であること」が所得にどの程度影響を及ぼして

いるのかを確認してみよう。「性別」変数を他の重要な諸変数とともに独立変

数として組み込み，重回帰分析を行った結果が表 2である。

ここでは，モデル 1-1からモデル 1-3までの 3モデ、ノレで、回帰分析を行って

いる。モデル 1-1は，すべての変数を投入し重回帰分析をおこなったフルモ

デルである。モデル 1-2は，特に年齢変数と所得変数との関係をより正確に

調べるため，年齢変数と多重共線的な関係にあると推測できる配偶者有無変

数を除外したモデルである。さらに，モデル 1-3は，配偶者有無変数と所得

Intercept 
年齢

教育

旭織規模

配偶者有無

性別

R2 

N 

表 2:所得の重回帰分析結果(男女)

model 1-1 model 1-2 

189.41 ( -1. 86) * 261.31(-2.68)料

9.74( 2.89) ** 13.47( 4.60)叫

9.07( 1.47) 8.85( 1.41) 

0.07 ( 2.05)村 O. 06 ( 1. 77) * 

69.67( 2.13)叫

105.63 ( 4.23)叫 107.51( 4.26)村

0.43 0.41 
102 102 

model 1-3 

26.61( 0.31) 

5.91( 0.81) 

0.07( 2.12)** 
119.50( 4.16)村

122.97( 4.60) * * 

0.40 
102 

注 1，*は 0.10レベルで有意**は 0.05レベルで有意をあらわす。
2， ( )内は t値をあらわす。
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変数の関係を見るため，モデル 1-2とは逆の措置を行ったモデルである。

性別が所得に及ぽす影響を確認してみよう。性別変数が従属変数たる所得

変数と有意な関係にある。たとえば，モデル 1-1での 105.63は，他の変数を

コントロールした後でも，男性であることによって，平均して女性より

105.63万円多い所得を得ているということを意味している。モデノレ 1-1から

モデル 1-3で多少の違いがあるが，いずれも，男性と女性という性別の違い

によって少なくとも平均して 100万円以上の所得差があること示している。

このことは，雇用機会均等法が施行された後でも，所得の絶対値に関して男

女間で依然として大きな差がある，ということを端的に示しているものとい

えよう。

III. 11.個人資質と所得との関係

ここでは，分析の第二の焦点を取り上げる。すなわち，所得形成に影響を

及ぼすと考えられる個人変数が，その影響の仕方を男女で異にするのか，あ

るいはそれら変数を総体としてみた場合，その総体が所得を説明する説明力

に男女で違いはあるのか，という問題の検討である。それらの聞に答えるべ

く，男女別の分析をおこなってみた結果が表3と表4である。

表 3・表 4のモデル 2-1とモデル 3-1は，それぞれのフルモデルである。

表 3:男性所得の重回帰分析結果

Intercept 

年齢
教育

需品織規模

配偶者有無

R2 

N 

model 2-1 

-346.61( -3.16)村

34.34( 5.76)村

-12.64 ( -1. 57) 

O.OO( 0.03) 
40.22 ( 1. 19) 

0.58 

62 

model 2-2 model 2-3 

-455.19 (-4.57)村 30.03( 0.27) 

31.99( 7.86) ** 
17.11( 2.22)** 

-0.01( -0.39) 0.07( 1.49) 

142.78( 3.97)** 

0.54 0.34 
62 62 

注 1，*は 0.10レベルで有意**は 0.05レベルで有意をあらわす。
2， ( )内は t値をあらわす。
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表 4:女性所得の重回帰分析結果

model 3-1 model 3-2 model 3-3 

Int巴rcept 39.06( 0.18) -7.98 (-0.04) 16l. 41( l.11) 

年齢 3.47( 0.70) 5.11( l.35) 

教育 3.44( 0.30) 4.53( 0.41) 2.71(-0.22) 

組織規模 0.08( l.61) 0.08( l.56) 0.08( l.47) 

配偶者有無 34.01( 0.53) 70.70 ( l. 38) 

R2 0.11 0.11 0.12 

N 40 40 40 

注 1，*は 0.10レベルで有意**は 0.05レベルで有意をあらわす。
2， ( )内は t値をあらわす。

表 2での分析同様，ここでの分析も多重共線性の存在が推測された。従って，

各変数と従属変数たる所得変数との関係を見るため，表2同様，独立変数を

適宜除外したモデルを作成した。表 3のモデル 2-2とモデル 2-3，表4のモデ

ル3-2とモデル 3-3がそれである。

表 3のモデル 2-2は，年齢変数と所得変数との関係をより正確に調べるた

め，年齢変数と多重共線的な関係にあると推測される教育変数と配偶者有無

変数を除外したモデルである。また，表 4における同様の措置がモデル 3-2で

ある。表 3のモデル 2-3は，特に教育変数・配偶者有無変数と所得変数との

関係をより正確に調べるため，教育変数・配偶者有無変数と多重共線的な関

係にあると推測される年齢変数を除外したモデルである。表 4においては，

配偶者有無変数と所得変数の関係をより正確に観察するための同様の措置

が，モデル 3-3となる。また表 4においては，モデル 3-1(フルモデル)が教

育変数と所得変数との関係を確認する際に利用できる。

本稿の主眼点である教育・年齢・配偶者の有無それぞれと所得との関係に

ついて，男女の分析結果を比較しながら論じてみよう。まず教育と所得との

関係であるが，男性と女性では異なる分析結果が出ている。分析結果は，男

性の場合，年齢変数を除外した際に教育変数は所得変数と正の有意な関係を

示しているが(表 3:モデル 2-3)，女性の場合，教育変数と所得変数との関
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{系は，多義共隷性の問題を考E愛した後でも はならない 4 :モデル

3-1)らこの結果，男性の場合，より多くの教育そ受けることが所得に反換さ

れると推測できるが，女d段の場合，教育は務鐸に反映されていなし"，と判断

できる。

年齢の所得に対する影響も男女で異なる。男性の場合，年齢変数と所得変

数との関係は廷で有意である(淡 3:モデJレ2-2)3 0 これに反して女性の場合，

モデル 3-2においても，年齢変数と所得変数との関係は右;意ではない。すな

わち，年総が増えるとそれに応じて所得も噂揺するといういわゆる年齢給は

男性にのみ遵尾されており，女設にはそれが適男されていないこと

れる。

さらに配稿者の有無が所得に及;ます彰響にも男女の蓋があらわれている。

長のモデル 2-3は，男性の場合，配偶者存主義変数と所得変数との摺

な烹の関採が存在することを示している。これに対して，女性の場合，表品

のモデル 3-3が示すように，それら変数の聞に有意な鱒採は存在しない。

ち，男性に童話機者がいる場合，その事実は所得に影響を及;ますが，女性

の場合，配偶者の存在は所持に影響を及ぼさない，と判断できる。このこと

はまた， して，配偶者の持つ意味が，野詮の場合と女性的場合とで

はまったく異なることな主意味する。

表3と表4の決定係数の笈も確認しておきたい。表 3では，そ

はあるものの F は0.34から 0.58と比較的高い。これに対して，表

4では R2，ま 0.11から 0.12と非常に低い。これは，男性の所得に欝しては，

本稿で取り上げた独立変数の組み合わせによって比較釣よく説明することが

できるが，女性の所得はほとんど説演することができないということ

する。本稿で取りょげたデータに関しては，少なくとも，男女の所得形成は

く築なる要因の艇み合わせによって決定されていると判断できょう。

2 さらに，努牲の場合{モデル公3)と同様の変数そ取りいれて行っ?と綴織分析の結果{モ

デルシ3)でも教育変委主は予言言ぎではないことも綴認されたい。

3 この結主義はモデル 21でも変わらない。
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N.おわりに

本稿では，二つの聞に答えることを目的とした。第ーに，就業条件が比較

的同等な男女を取り上げ，それらの男女グループの聞に所得の上での差異が

あるのかという聞に答えること，第二に，所得形成要因としての個人の資質

に着目し，それらが男女それぞれで所得形成にどのような影響を及ぼしてい

るのか，またこの分析結果からどのような格差原因が存在すると推測できる

かという聞に答えることであった。

第一の聞に関して，本稿の分析では，男女聞の所得格差は男女雇用機会均

等法施行以後でもなくなっていないとする結論が得られた。さらに，この格

差は，従来報告されていたものと比べてみても縮小しているようにも見えな

い。さらに，-男であること J ，-女であること」の所得に対する意味は，その

他の所得形成要因を考慮に入れた後でも，厳然として存在することも確認さ

れた。

個人的な資質が所得の形成に及ぼす影響についても，男女ではっきりとそ

の違いが確認された。教育・年齢・配偶者の有無といった要因は男性の所得

にははっきりと影響を及ぽすが，女性の所得に対しては一定の効果をもたら

すものではないことが判明した。

また，本稿の分析に取り入れられた所得形成要因を総体としてみて，それ

が男女の所得形成にどの程度の影響をもたらすのかという点についても，男

女聞で大きな違いが確認できた。男性の場合，本稿で取り上げた所得形成要

因群で男性所得のかなりの部分が説明可能であるが，女性の場合，その同じ

要因群をもってしでも，女性の所得をほとんど説明できない。

このことは，男性の場合は教育・年齢・配偶者の有無といった要因を所得

決定の際の考慮、の対象とする所得メカニズムが働いているが，他方女性の場

合，これら諸要因を所得決定の際の考慮対象にしないメカニズムが働いてい

ることを意味する。とりわけ，年齢が上がれば所得が上昇する傾向，また有

配偶者であれば所得が高い傾向が男性の場合にのみ見出せるという分析結果
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は，男性中心の「世帯主義」や「家族賃金」が企業組織内で制度として具現

化されていることを十分推測させる。

本稿で確認し得たことは，男女の所得格差の内実のわずかな一部である。

今後は，このような研究の積み重ねでさらなる格差現象の解明をおこなって

ゆきたい。
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